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令和 3年第 10回狭山市定例教育委員会会議議事録 

 

開 催 日 時   令和 3年 10月 22日（金） 

          午後 1時 37分から午後 2時 33分まで 

 

開 催 場 所   市役所 5階 教育委員会室 

 

出  席  者   教   育   長    向 野 康 雄 

教育長職務代理者    吉 川 明 彦 

委  員    橋 本 秀  樹 

   委      員    宮 﨑 英 子 

   委  員    後 藤 邦 江 

    

委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

 

生涯学習部長  金 子  等        次長兼教育総務課長  内 藤 光 重 

社会教育課長  奧 冨  悟      学校教育部長   伊 藤 秀 一     

次 長 兼 教 育 指 導 課 長  田 中 義 久     学 務 課 長  中 山 昭 夫 

書    記    神 田 崇 広 

 

会議の公開・非公開  議案第 42号については、個人に関する情報が含まれ、また、

公にすることにより、意思決定の中立が損なわれるおそれが

あることから非公開とした。 

 

傍 聴 者 数  0名 

 

報告事項 

 ・令和 3年狭山市民文化祭について 

           報告者（社会教育課長） 

  （要旨） 

   昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け中止となった

が、今年度は各会場ともに感染防止対策に配慮した上で 10月末から 11月初旬

にかけて開催する予定である旨の報告がなされた。 

 

・子ども大学さやま・いるまについて 

                          報告者（社会教育課長） 

 （要旨） 

   子ども大学は、子供の学ぶ力や生きる力の向上を目指し、大学のキャンパス

などで大学の先生などの専門家による学びの機会を提供する事業であり、東京

家政大学・入間市教育委員会と共同で開催する。今回は、東京家政大学を会場

に、狭山市・入間市在住の小学校 4・5・6年生を対象とし、11 月 6 日・20 日・
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27日の 3日間 4講座を開催する。なお、感染症対策のため、定員を例年の半数

の 15 名としたが、21 名の応募があり、やむなく抽選とした旨の報告がなされ

た。 

 

・子ども大学さやまについて 

                          報告者（社会教育課長） 

 （要旨） 

   武蔵野学院大学・武蔵野短期大学・飯能信用金庫と共同で開催するもので、

11月 27日、12月 4日・18日の 3日間講座を開催する旨の報告がなされた。 

 

・第 68回狭山市成人式について 

                           報告者（社会教育課長） 

（要旨） 

   該当者は 1,443人であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点

から 3部制とし、会場への入場者は新成人に限定、壇上への登壇者も減らし開

催する。なお、式典については、関係者限定でライブ配信する旨の報告がなさ

れた。 

 

 ・さやまっ子教育の日について 

                            報告者（教育指導課長） 

（要旨） 

   例年、市立幼稚園及び小中学校では、11 月の第 2 土曜日の授業日に合わせ、

さやまっ子教育の日を実施している。保護者や地域に幼稚園や学校の教育活動

を公開し園児や児童生徒の活動の様子を参観いただき、幼稚園や学校への理解

を深めていただくことを目的としている。昨年度同様、コロナ禍の影響を考慮

し学校ごとに公開・非公開の判断をしている旨の報告がなされた。 

 

  ・狭山市教育委員会後援名義の使用行事について 

                             報告者（スポーツ振興課長） 

  （要旨）  

    社会教育課関係 2件の申請があり、審査の結果、使用許可を行った旨の報告

がなされた。 

 

 

議  案 

 

議案第 40号 狭山市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

  通学区域の指定について、中央 1丁目 27番 20号～32号及び 34号～37号を新た

に「富士見小学校」及び「狭山台中学校」の通学区域に追加し、水野 467番地の 119

～123 を新たに「山王中学校」の通学区域に追加するとともに、住所番号が 3 つ以
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上連続していない場合の表記の一部を改めるため、提案がなされたものである。 

 

  委員からの質疑等では、中央 1 丁目 27 番 20 号から 32 号及び 34 号から 37 号を

新たに富士見小学校・狭山台中学校の通学区域に追加することについては、地域か

らの要望によるものか、改正のきっかけは何かとの質疑に、地域からの要望ではな

く、宅地が開発され、学区の境界に接する通学区域の中で新たに住居表示が行われ

たことを市の開発担当から情報提供があり、改正が必要と認識した旨の答弁がなさ

れた。 

 

  議案第 40号については、原案可決した。 

 

 

議案第 41号 令和 4年度当初市立幼稚園教諭人事異動の方針について 

 

  令和 4年度の市立幼稚園教諭について、人事異動の方針を定めるため、提案がな

されたものである。 

 

  議案第 41号については、原案可決した。 

 

 

議案第 42号 狭山市立博物館協議会委員の任命について 

 

  狭山市立博物館協議会委員の任期が、令和 3年 10月 31日をもって満了となるこ

とに伴い、新たに委員を任命することについて、教育委員会の議決を得るため、提

案がなされたものである。 

 

  議案第 42号については、原案可決した。 

 

 

以  上 


